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総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会 

ライフサイエンス分野における知的財産の保護・活用等に関する 

検討プロジェクトチーム 

（第 ６回 ）議事録  

 

１．日  時：平成１９年２月２７日（火） １０：３０－１２：３０ 

２．場  所：中央合同庁舎四号館４階 共用第２特別会議室 

３．出席者： 

【座長】 相澤益男  総合科学技術会議議員  
      本庶  佑   総合科学技術会議議員 
 

【主査】 長岡貞男  一橋大学イノベーション研究センター長 教授 
佐野  睦 タカラバイオ株式会社執行役員知的財産部長 
菅野純夫  東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
隅蔵康一  政策研究大学院大学助教授 
高田  仁    九州大学知的財産本部技術移転グループリーダ 

     九州大学大学院助教授 
高柳昌生  三菱ウェルファーマ株式会社知的財産エグゼクティブ 
平井昭光  弁護士・弁理士 レックスウェル法律特許事務所   

東京医科歯科大学客員教授 
本田圭子 株式会社東京大学ＴＬＯ取締役 医学博士 
室伏良信 ファイザー株式会社知的財産部長 弁理士 
森下竜一  大阪大学大学院医学研究科教授 

アンジェスＭＧ株式会社取締役 
 

【オブザーバ】 

 

【知財戦略事務局】 中川健朗 内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官 

【文部科学省】   井上卓己   研究振興局研究環境・産業連携課技術移転室長 

【厚生労働省】 林 憲一 大臣官房厚生科学課研究企画官 

【農林水産省】    重倉光彦   農林水産技術会議事務局研究開発企画官 

【経済産業省】   菱沼義久   製造産業局産業技術政策課成果普及・連携推進室 

【特 許 庁】  富士良宏 総務部技術調査課大学等支援室長 

【事務局】       土井俊一  内閣府参事官 

 

４．配布資料  

資料１ ライフサイエンス分野における知的財産の保護・活用等に関する今後

の方策について（案） 

資料２ 高柳委員提出資料 

資料３ 隅蔵委員提出資料 
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５．議事内容 

【長岡主査】 おはようございます。ただいまから、ライフサイエンス分野における知

的財産の保護・活用等に関する検討プロジェクトチームの第６回会合を開催させて

いただきます。 

 今日は全員いらっしゃるということになっておりますが、本田委員がちょっと遅れら

れると理解しております。 

 最初に、資料確認を事務局からお願いします。 

【事務局】 お手元の議事次第をごらんください。配布資料が３つございます。 

 資料１は本日、取りまとめ予定の「ライフサイエンス分野における知的財産の保

護・活用等に関する今後の方策について（案）」でございます。 

 資料２は、高柳委員の提出資料でございます。 

 資料３は、隅蔵委員の提出資料でございます。以上です。 

【長岡主査】 ありがとうございます。 

 では、早速議事に入りたいと思います。本日の議題は、「ライフサイエンス分野にお

ける知的財産の保護・活用等について」ということで、今後の対応策というものが書

いてあります。この議題につきましては、これまで２回の会合で御意見や御議論をい

ただきました。これを踏まえまして、事務局から委員、関係省庁と調整を行ってもらい、

今後の方針案を作成していただきました。かなり既に調整ができていると聞いており

ますけれども、本日はこの案につきまして検討をし、できる限りまとめたいと考えてお

ります。 

 最初に、資料１について事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】 お手元の資料１、「ライフサイエンス分野における知的財産の保護・活用

等に関する今後の方策について（案）」を御紹介いたします。 

 冒頭の１ページ目は検討の経緯等を書いてございます。最初のパラグラフでござ

いますが、昨年の５月に開催された知財戦略専門調査会でリサーチツールの使用

の円滑化、先端技術に関する特許制度による保護及び運用の在り方や、技術移転

等のための知的財産人材の確保などの知財の保護・活用に関する課題を把握し、

検討を行うことを目的として本プロジェクトが設置されたこと。 

 それから、６回の会合を開催し、リサーチツール特許の円滑化、それから今日議論

をしますライフサイエンス分野における知財の保護・活用全般、こういうことについて

検討を行い、そのうちリサーチツール特許の指針に関しましては今月６日の知的財

産戦略専門調査会に報告を既にしたところでございます。 

 以下は、もう一つの課題でございます知財の保護・活用全般について、本プロジェ

クトチームにおいて検討した結果を取りまとめたというような整理をしてございます。 

 この報告案がまとまりましたら、可能でございましたら３月 29 日の専門調査会に報

告をして、それを同専門調査会で取りまとめる「知的財産戦略について」というところ
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に反映するというか、組み込むというような形で整理をしたいと考えてございます。 

 そういう意味で、２ページ目以降を御紹介いたしますが、例年、専門調査会で取り

まとめております「知的財産戦略について」にちょうどはめ込むような形の章立てで、

つくりも同じような形をとってございます。 

 まず２ページ目の「基本認識」でございますが、ライフサイエンス分野では一つの基

本特許により製品や方法を独占できる場合が多いこと。それから、事業化までに長

い期間とリスクの高い大きな投資を必要とすること。その結果として、特許が研究開

発や製品開発を促していく上で重要な役割を果たしているということ。このため、基

本特許につながる基礎的な研究の強化を前提にしつつ、戦略的な知財の権利取得

と活用を促進する必要があること。 

 また、大学の知財活動の観点ら見ると、この分野は基本特許につながる発明を厳

選して特許出願し、国際的に権利取得していく必要性が高いこと。また、有体物の管

理提供業務も増加傾向にあること。こうした活動を支えるために、専門人材の育成

確保を含めて大学の体制整備を支援していく必要があること。更に、この分野ではリ

サーチツールに関する使用の円滑化が喫緊の課題であるということ。 

 こうした認識に基づき、ライフサイエンス分野における知的財産の保護・活用を促

進するため、以下の施策を講ずることとするという整理をしてございます。 

 その上で、１番は「リサーチツール特許の使用を円滑化する」ということでございま

す。これにつきましては前回、指針を取りまとめいただいておるわけでございますが、

指針の第５章の中に本指針の普及等という欄がございまして、そこで関係省庁が取

り組むべきいろいろな施策が書かれてございました。 

 ①の３行目のところにございますが、本指針の周知であったり、研究開発の公募に

おける対応であったり、対価に関する実務の支援、それから大学等における体制の

整備やフォローアップ、こうした点について 19 年度から各事項の内容に応じて速や

かに必要な措置を講ずる。これが１つ目でございます。指針に書かれている内容を

具体的に実行するということを明記したものでございます。 

 また、②は指針の中で指針の第４章にございます統合データベース、文章は指針

に書かれている文章と基本的に同じでございますが、それを構築するという取組を

行うということでございます。 

 ２番に移りますと、「大学等の体制の強化と人材の育成・確保を図る」ということで

ございます。これに関しましては、多数の委員の方からこういう体制強化が必要だと

いう意見がございました。 

 それを踏まえまして２の①でございますが、ライフサイエンス分野における知的財

産の戦略的な権利取得や活用ための取組を推進するため、平成 19 年度以降、この

分野に特有な問題に対応した知財の管理・活用体制を整備するモデルとなる大学に

対し、先端技術や知財の取扱いに精通する専門人材の育成・確保や、体制整備に
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必要な支援を行うということでございます。19年度予算は既に終わってございますか

ら、20 年度予算にはこういう点も踏まえながら予算要求をお願いしたいと考えている

ということでございます。 

 ３番目は「有体物の円滑な管理を促進する」ということでございます。有体物に関し

ましても、さまざまな委員から御指摘がございました。また、前回の会合でもございま

したが、大学によって管理の仕方も多様であったというようなことがございます。 

 そこで①でございますが、有体物の大学における管理体制やルール整備の状況

について調査研究を行い、大学が有体物を円滑に管理するための参考となる事例

等について公表をするということ。 

 また、②は有体物に関しましては海外や国内に提供または受け入れる場合の契約

や非常に難しい手続き等が絡む問題でございますから、それを円滑にするための留

意事項や参考事例の調査研究を行うということでございます。 

 次に、４番の特許の審査基準について御紹介をいたします。特にこれに関しまして

は本田委員、森下委員、佐野委員などから御指摘を伺った項目でございます。 

 ①は、ライフサイエンス分野における特許の発明の判断、特許法 29 条の進歩性で

あったり、あるいは 36 条の明細書の記載といった関係でございますが、大学の研究

所や知財関係者の理解の促進に資するため、知財高裁の判決を含めた事例集を公

表するということ。 

 また、公表するだけではなくて②が続くわけでございますが、そういったような事例

集等を用いまして大学関係者への説明会を行う。それから、出願人の要望に応じて

特許出願の審査を地方で行う巡回審査を実施する。これは、中小企業などを対象に

そういう特許庁の審査官が出願人側の方に出張して審査をするという仕組みがござ

いますが、大学関係者に対してもそういうことを実施していこうということでございま

す。 

 また、③は佐野委員からの御発言があった項目でございますが、いわゆる機能性

食品に関しまして平成 18 年６月の審査基準の改訂というものがあったわけでござい

ますけれども、依然としてここにつきまして機能性食品の特許保護をもうちょっと強化

してほしいという意見がございました。 

 そこで、これらの発明の特許保護の在り方を関係業界と議論する場を平成19年度

中に設置し、その結果に応じて必要な方策を講ずることとしてございます。機能性食

品に関係するバイオ業界であったり食品業界の中には、是非特許法を強化すべきと

いう意見と合わせて反対する意見もあるようでございますから、そういうところを業界

関係者とよく議論いただいて方向性を決めていただこうと考えてございます。 

 ５番は、「微生物等の寄託制度の運用を円滑化する」という点でございます。ここに

つきましては森下委員から、寄託をしないと特許にならないという非常に負担が多い

点であったり、あるいは寄託した微生物等がライバル企業やライバルの方に提供さ
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れて、逆にそちらの研究が先行してしまうようなリスクはないかというような御指摘が

ございました。 それを踏まえてまず①でございますけれども、微生物等に関する発

明のうち、特許出願の明細書の記載のみではその微生物等を製造できない場合に

微生物等を寄託する、いわゆる寄託制度について、特許取得のための寄託の要否

を明確化するための事例集を作成し、公表する。どういう場合に本当に寄託しなけ

ればいけないか。寄託せずともよい場合はどういう場合か。ここのところは、なかな

か出願人の方から見るとわかりにくいというような御指摘もございまして、これを１番

目の施策としてございます。 

 また、２番目はそういう形で寄託された微生物が他者に分譲される場合でございま

す。分譲を受けた者が当該微生物を使用するに当たり留意すべき使用条件等、簡

単に言いますと 69 条の試験研究の範囲であれば許可なく使用することができるわ

けですけれども、それを超えるような場合には当然留意事項がいろいろあるわけで

ございまして、そういう点を明確化して不用意な技術流出といいますか、そういうよう

な形にならないように周知をするということございます。 

 また、③は制度自体の問題でございますが、寄託制度の合理的な運用を図るため

に海外の寄託制度の運用状況や、国際寄託機関として担保すべき要件等について、

制度利用者を含めて調査研究を行い、その結果に応じて必要、可能な制度整備を

行うということでございます。 

 前回の会合で特許庁の方から、各国の寄託制度も含めてごく簡単な御紹介がござ

いました。しかし、各国寄託の量とか、そういうものもばらばらなようでございますけ

れども、そこのところをよく調査をすると同時に、国際寄託機関として条約上の担保

というものも必要になります。そういった点を制度利用者を含めて研究をいただいて、

負担軽減などの点で改善できるところがあれば可能な制度整備を行うということでご

ざいます。 

 以上が、今回取りまとめました今後の方策について（案）でございます。 

【長岡主査】 どうもありがとうございました。それでは今、御説明のありました今後の

方策につきまして御質問とか、あるいはコメントがございましたらよろしくお願いいた

します。いかがでしょうか。 

 では、室伏委員お願いします 

【室伏委員】 前回、欠席してしまったので、どういう議論がなされているかよく存じな

いのですが、最後の５．の②で 69 条の試験研究に該当するかどうかというお話が出

たのですが、施行規則 27 条の３に菌の分譲に関する規定があり、ここでも試験研究

という言葉が使われています。そこで、69 条の文言と 27 条の３の文言がどういう関

係にあるかということを明確にして頂きたいと思います。 

 69 条に関しては、御承知のように最高裁で後発品の試験研究に関してはかなり広

く認めた判決がある一方、それが施行規則 27 条の３にどのように反映されているか
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ということがよくわかっていないのではないかと思います。 

 これはその後の③にも関わるかもしれないのですが、ヨーロッパではエキスパート

ソリューションということでエキスパートでないと分譲を受けられないということになっ

ていて、それと日本の施行規則27条の３の試験研究とどういう関係にあるかというこ

とも明確にしていただけると大変ありがたいと思っております。 

【長岡主査】 今の点について、何か特許庁の方からございますか。そういった点も

含めて、今後調査をして明確にするということだと思います。 

 では、菅野委員お願いします。 

【菅野委員】 海外での調査等が書いてありますけれども、日本でこういう調査をする

場合の海外の範囲は普通は欧米が中心だと思うんですが、結構これから大切なとこ

ろはやはりアジア諸国、あるいはインドとかロシアとか、そういうところもあると思いま

すので、そういうところも状況を正確に把握していくことが大切ではないかと思いま

す。 

【長岡主査】 どうもありがとうございます。中国等も非常にバイオ分野でたくさん特

許を出願するようになっていますので、非常に重要なポイントではないかと思います。

ほかにいかがでしょうか。 

 では、隅蔵委員お願いします。 

【隅蔵委員】 これはすぐに答えの出る問題ではないので今後への課題の一つなの

かもしれませんが、リサーチツールの特許に関する、特にライフサイエンス分野のガ

イドラインというものができまして、３ページの②のところに統合データベースの構築

ということが書いてあるわけです。これは関係各府省が取り組んでいくということなわ

けですけれども、ここら辺がどういうふうに連携して、それぞれ別々のものがつくられ

ても余り使い勝手がよくないと思いますので、統一のポータルサイトみたいなものが

できて使い勝手がいいようにしていかないといけないと思うんですが、そこら辺の体

制構築というのは今後の課題というか、これを機にいろいろ検討していっていただき

たいと思います。 

【長岡主査】 これは総合科学技術会議も入っていますので、どういう体制でやられ

るかということで、総合科学技術会議では責任を持って統合ができるようにするとい

うことではないかと思います。ほかにいかがでしょうか。 

 どうもありがとうございました。今、いただきましたコメントも踏まえて今後各省の対

応も、総合科学技術会議も含めましてこの指針といいますか、対応策に即した対応

がされるというふうに期待しております。ほかに事務局の方から何かございますか。

よろしいですか。 

 それでは、このプロジェクトチームとしての取りまとめはさせていただきたいと思い

ますが、次にリサーチツールの指針につきまして幾つか報告をいただきたいと思い

ます。最初に、指針につきましてその後の進捗状況を事務局から報告をお願いしま
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す。 

【事務局】 前回の会合で取りまとめていただきました指針でございますが、先ほどち

ょっと申しましたように２月６日の知的財産戦略専門調査会においてプロジェクトチー

ムの成果物として報告をし、了承をいただきました。 

 現在、その後、総合科学技術会議内の手続等をほぼ終了し、３月１日に予定され

ております総合科学技術会議の本会議で意見具申をし、決定をするという予定でご

ざいます。 

【長岡主査】 ありがとうございました。 

 高柳委員と隅蔵委員の方からリサーチツール指針に関連しまして資料を出してい

ただいておりますので、今後のリサーチツール指針の実行の在り方についても非常

に重要な含意のある文章だと思いますので、御説明いただきたいと思います。 

 最初に高柳委員からお願いいたします。 

【高柳委員】 これは、弊社で「リサーチツール特許の取扱いポリシー」というものを

昨年末に弊社の機関決定を経て正式に決めて、ホームページ等にも既に掲載され

ております。それの策定の背景等を御紹介いたします。 

 まず私自身、あるいは知財部として、こういうリサーチツールの特許の問題をどう

いうふうにとらえていくかということで問題認識の１つは、創薬研究を行う上でのツー

ル、それ自体は最終製品にはならず、開発候補品を選択するための遺伝子やスクリ

ーニング方法、これを我々はリサーチツールと呼んでいるわけですけれども、このリ

サーチツールが特許にはなり得るということで、いろいろな特許が出ていると思いま

す。 

 そして、試験研究で使うものについては特許権の効力が及ばない。69 条ですが、

そう考えるのが長らく常識だったけれども、創薬研究のツールとして使う場合には特

許権の効力が及ぶという解釈が一般的となっている。 

 それから、リサーチツール特許についても特許権の排他権行使の慣行が横行すれ

ば、研究目的であっても他人により特許化されたリサーチツールを使用できないとい

う問題が生じ得る。 

 そして、代替性のないリサーチツール特許の排他権行使は研究の進展、産業の発

展の障害となる。 

 また、大学等研究機関においても例外ではなく、アカデミアでの研究及び産学連携

への影響も少なくない。 

 こういう問題認識の下に、経営の方を説得して知財ポリシーをつくろうじゃないかと

思い立った訳です。いろいろな根回しを含めて、最終的には経営会議で説明して了

承を得たわけですけれども、当社のリサーチツール特許についてのあるべき姿勢と

いうことで、経営的にもリサーチツール特許は研究目的については排他権を行使す

べきでないというふうに申し上げました。 
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 そして、むしろ自社が率先して創薬研究におけるリサーチツール特許の円滑な活

用を図る姿勢をとるべきである。そういう姿勢を通じて、創薬研究におけるリサーチ

ツール特許の相互利用を促進する環境を創造することによって、自社及びアカデミ

アを含めた国全体の創薬研究の効率化を推進し、もって国民の健康・福祉の増進及

び産業の発展に寄与すべきである。こういうふうに自社のあるべき姿を説きました。 

 こういうふうに相互利用をすることによってどういう影響があるのかということが気

になるわけですけれども、１つは「創薬研究環境の向上」で、国全体の創薬研究環

境の向上を図る呼び水となり得る。そして、リサーチツール特許を相互利用し得る環

境が整えば、自社の創薬研究にとっても効率化の推進に結び付くメリットがありま

す。 

 それから、「研究のアウトソーシング」という意味では、アカデミア等で使ってもらうこ

とでさらなる成果を生む可能性が増えて、自社の創薬研究の推進にもプラスとなり

得る。 それから「会社 Reputation の向上」ですが、正式に発表することにより、産学

連携における当社の意欲的な姿勢を世に示すことができる。 

 「アカデミア等との共同研究契約交渉の簡素化」は、スピーディな契約処理が可能

で、研究促進につながるという影響がありますということを説明しました。 

 そして、これは当社だけではなくて対外的にはいろいろなものが整備され、検討さ

れてきているということで、ＮＩＨのガイドライン、ＯＥＣＤガイドライン、それから製薬協

の知財委員会による 2006 年１月 16 日に発表したリサーチツール特許のライセンス

に関するガイドラインもできて、更にここのプロジェクトチームでの指針、こういうもの

を取りまとめ中で年内には採択されるということも説明しております。 

 結果、こういうポリシーを作るに至りました。１つは弊社が所有するリサーチツール

特許について大学等から自身の研究目的に使用するためにライセンスの申入れが

あった場合は、弊社は大学における研究の進展に資するべく、相応の条件で非独占

的ライセンスの許諾に応じる。これは「相応の条件で」ということで、これの心というか、

気持ちは、金銭的には無償として大学、アカデミア等で更にそれを用いて得られた

成果については、我々がその研究目的で、我々が無償で使わせていただくことによ

って等価的な関係を保つというふうに考えております。 

 ２番目に、弊社が所有するリサーチツール特許について、大学等から他企業との

連携に関わる研究目的に使用するためにライセンスの申入れがあった場合は、弊

社は先の製薬協の「リサーチツール特許のライセンスに関するガイドライン」の精神

にのっとり、合理的な条件で非独占的ライセンスの許諾に応じると考えております。 

 それから共同研究ですけれども、弊社は大学等との共同研究等により創出される

研究成果については技術的、金銭的その他の貢献に応じた権利の帰属を主張する

が、研究成果のうちリサーチツールに関する発明については、原則として弊社が研

究目的には無償で使用できることを条件に権利の帰属にこだわらず、または独占的
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実施を主張しない。共同研究ではやはり権利の帰属等についてが一番問題になりま

すので、これについてはリサーチツールは我々は権利の帰属にこだわらず、あるい

は独占実施にこだわらないというポリシーでございます。 

 こういうことを決定いたしまして、１月よりホームページにも掲載しております。ホー

ムページにはいろいろな提供し得る特許のリストも載せてございます。 

 これの反響として、非常にいろいろな好反響をいただいておりますけれども、具体

的な案件としてまとまったケースはございません。 

 それから、２月初旬だったでしょうか、日経に弊社のリサーチツールポリシーという

ことではなくてこういう姿勢が紹介されまして、必ずしも正確な表現記事ではなかった

んですけれども、全体として研究推進効率化のためにこういうものを相互利用し合う

というような好意的な記事を書いていただきまして、弊社の経営の方も非常に喜んで

おりました。 そういうことで紹介させていただきました。 

【長岡主査】 どうもありがとうございました。 

 それでは、関連しますので、次にＯＥＣＤガイドラインにつきまして、ＯＥＣＤのガイド

ラインができたわけですが、その後どういう議論がされているかということを隅蔵委

員に御紹介をお願いいたします。 

【隅蔵委員】 資料３の方でございますけれども、ＯＥＣＤの「遺伝子関連発明のライ

センス供与に関するガイドライン」というものができました。ＯＥＣＤの中でもいろいろ

な部局がありますけれども、ワーキングパーティオブバイオテクノロジー（ＷＰＢ）に

関連するところに限ってどんなことがなされているのかということで、これはこの総合

科学技術会議でガイドラインが策定され、先ほど御説明にありましたように統合デー

タベースというようなことも今後検討されていくといった中で、その関連でどういったこ

とを考えるべきなのかということも参考になるかと思いまして情報提供させていただ

きます。 

 まず１ページめくっていただいて、これは以前の会のときにも御説明させていただ

いたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、ＯＥＣＤガイドラインの中でもいろ

いろなパートがありますが、特に第４部のところは研究開発においてリサーチツール

を使う上で、それが研究開発を妨げないようにするための留意点というものがベスト

プラクティスの中に書かれている。全体としてのロイヤリティ負担を示せるメカニズム

とか、過大な前払い手数料を盛り込まないとか、リーチ・スルー権を除くとか、取引コ

ストを削減するといったことなのですが、こういったことが書かれていまして、この次

のステップとしてこのガイドラインに書かれたコンセプトを具現化するための技術移

転スキームの検討が必要であるということで、次のような動きになりました。 

 次のページにいきまして、このＯＥＣＤガイドライン自体は2003年からずっとドラフテ

ィングされてきたわけですが、2005 年に入りまして専門家会合自体は６月にありまし

たが、ここでほぼドラフトが確定しまして、９月のバイオテクノロジー作業部会にてガ
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イドライン最終案に合意がなされました。微妙な修正はあるのですが、ほぼここで固

まったということで、その後のステップとして 2005 年 12 月にワシントンＤ．Ｃ．で開催

されたのですが、特許発明へのアクセスを確保するための共同的メカニズム、コラボ

レイティブメカニズムに関するワークショップというものが開催されました。したがいま

して、ガイドラインの採択というのは 2006 年２月で、この 2005 年 12 月というのはそ

の前のように見えますけれども、実際にはガイドラインが固まった後のことということ

でございます。 

 次のページにいきまして、では、今、申しましたコラボレイティブメカニズムのワーク

ショップの中でどんな話があったのか、どんなアジェンダだったのかということを紹介

することで、この会の全貌というものが御紹介できると思います。この全貌に関しまし

ては今ＷＰＢの事務局の方でまとめをつくっておりまして、まだ公表はされていない

ようですけれども、近々公表されるということでございます。 

 この話の内容というのは導入と背景がありまして、初日はパテントプールに関して

概要を説明し、当然情報通信の事例などが紹介され、そしてゲノミクスとジェネティク

スへの適用可能性ということで、ここでは情報通信のパテントプールで著名なＭＰＥ

ＧＬＡの方なども登壇されました。同機関は、ＭＰＥＧを中心として IEEE1394 とか、そ

ういった情報通信関連の特許、特に技術標準に関する特許を集めてライセンスする

ということを行い、一つの成功したビジネスモデルをつくっているところだと思うんで

すが、そこの方が次はバイオであるということを発言されまして、ＭＰＥＧＬＡという組

織の中でも情報通信の次の対象としましては遺伝子関連発明、バイオの分野である

ということで検討されている。これは実際にそのプレゼン内容を聞いてみますと、コン

サルタントに依頼していろいろバイオ分野の動向を調査しているといったことでござ

いました。 

 そのほか、パテントプールの技術上、ビジネス上、法律上の課題、それに、「反トラ

スト」法に関する課題などが検討されました。 

 次のページにいきまして、今度はパテントクリアリングハウスの話がございました。 

 そして、その次にその他のアプローチということでお話がありました。次のページを

めくっていただきます。次のページはＭＰＥＧのインターネットで動画を送受信すると

きのフォーマットであるＭＰＥＧのパテントプール、ＭＰＥＧＬＡのスキームを示してあり

ますけれども、これは一括してライセンス供与がなされる。そして、非差別的、非独

占的なライセンス供与がなされるというモデルでございます。 

 次のページに、パテントクリアリングハウスの概念図というものをまとめてみしまた。

これは例えばリサーチツールなどにも適用可能だと思うんですが、このパテントクリ

アリングハウスというメカニズムで扱うことを特許権者があらかじめ了解したような特

許をデータベース上などに陳列しておきまして、それを使用したい人たちは直接権利

者と交渉するのではなく、仲介機関にリクエストをして簡単な使用許諾契約を結ぶこ
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とによって、その陳列されている中で欲しいものが簡単に使える。 

 それで、その一つひとつがどれだけ使われているかというようなことは、事後的に

特許権者に報告される、というようなメカニズムでありまして、これは音楽の著作権

管理などとも似たスキームでございますけれども、ＭＰＥＧのように必ずしもパッケー

ジで一括してライセンスするということが必要でない場合には、このようないわゆる特

許のスーパーマーケット、コンビニのような仕組みというのも役立つ仕組みなのでは

ないかと思います。 

 ただ、コンビニになるためにはプライシング、値決めをしなければいけないというと

ころがございまして、どういうふうに行うかというようなことに関しては実際に行ってい

るところのノウハウとか、今後の検討が必要なところだと思います。 

 次のページは、私はそのワークショップでも御報告したのですが、クリアリングハウ

スをもうちょっと改変したようなもので、例えばアカデミックの機関が持っている特許

に関しては、そこに自分の持っているツールを出した機関、あるいはそこに属する研

究者は、そのコンソーシアムの中にあるほかのものも使える。要するに、そこに出せ

ばほかのものも使えるというようなギブ・アンド・テイクの関係に基づくようなコンソー

シアムが考えられないかということで、この図を書いて、そこでも発表をしました。 

 要は、メンバーの中ではギブ・アンド・テイクの関係で使い合い、それ以外の人にと

っては先ほどのパテントクリアリングハウスと同じようなメカニズムで簡単にアクセス

できるというような仕組みでございます。こういったものはまだ具現化している事例は

ありませんけれども、例えばある地域で研究基盤となるツールをある程度共有して

研究を進めていくとか、あるいは国の中である技術分野においてこういう仕組みをつ

くるとか、あるいは国という枠を取り外してみますと、アジアの中とか、国際的にこう

いった仕組みをつくるということも考えられると思います。 

 ちょっと脱線するかもしれませんけれども、昨日も我々の大学の方でアジアの方々

と知財に関してディスカッションするようなシンポジウムを開催したんですが、その中

のパネルディスカッションでも今後どういうアジアの中での共同的仕組みをつくってい

くかということで、もちろん人材の育成とか、いろいろな話が出た中で、リサーチツー

ルに関しても一つの国に閉じているのではなくて、例えばバイオならばバイオの分野

でアジアの中で研究ツールの技術を円滑化するような仕組みがつくれないかという

ようなことを、それに関連して私も発言して議論したところでございます。要は、この

コンソーシアムというのはまだ仮想的なものではありますが、いろいろな対象にも適

用し、検討していくことができるのではないかと思っております。 

 何回か私がこの会議の中で事例として発言させていただきました PIPRA という、ア

グリバイオの関係のツールを、ライセンスのデータベースをつくったり、パッケージし

てライセンスしたりしているところも、このＯＥＣＤのワークショップに来て発言しており

まして、関連するいろいろな団体が集まったという意味で興味深い会でした。これが
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ＯＥＣＤにおいて今後どうなっていくかというのは、ＯＥＣＤの中の予算が付くかなどに

も左右されることではありますが、こういった検討がなされており、非常に興味深いイ

シューとなっているということを報告させていただきました。以上です。 

【長岡主査】 大変ありがとうございました。 

 今のお２人の御報告につきまして何か質問とか、あるいはコメントがございましたら

よろしくお願いいたします。 

 では、高田委員お願いします。 

【高田委員】 ありがとうございました。今の隅蔵さんの御説明の中で１点お伺いした

いことがあります。 

 コミュニティ全体の調和を促すという意味では大変に今後期待できる取組だと思う

んですが、その中でコミュニティの調和に乗ってこないある種の異端児、それは大学

であるかもしれないし、研究者個人でもあるかもしれないし、プライベートセクターの

研究機関、あるいはベンチャーであるかもしれないのですが、そこに結局頭痛の種

がつきまとっているわけですけれども、そういうものに対しての影響力なりということ

についてはどういう議論がされているのか、もし御存じでしたら教えていただきたい

んですけれども。 

【隅蔵委員】 ありがとうございます。まさに非常に重要なポイントだと思いますけれ

ども、今の御質問へのお答えとしては、そのコミュニティのリソースを集めて、その価

値が高まっていくことによって他の人をどんどん誘引していくということしかないと思

うんです。 

 本来、この仕組みに乗らないという人を無理に乗せることはできませんし、またこの

最後のページの中で、例えば企業さんが持っている発明に関しては単なるギブ・アン

ド・テイクというのではなくて、重要なものであれば有償でこのコンソーシアムの事務

局が何らかの交渉能力を持って、その企業との間でライセンス契約を結び、包括的

な契約をする。それで、この仕組みの中に入れた上でメンバーや、その他の人たち

に使いやすくしていくというようなことも考えられると思います。まだそこで交渉できる

相手だったらいいんですけれども、完全に交渉できないという相手であれば、これは

それ以外の強制実施とか、法制度上の解決を考えていかなければいけないのかも

しれませんが、そこまでするということを別に主張したいわけではなくて、ちょっとロン

グスパンの話になるかもしれませんが、こういうコミュニティのリソースの価値を高め

ていくことによって次第に参加者を増やしていくというようなことしかないのではない

かと思います。 

【長岡主査】 ありがとうございました。 

【高田委員】 それに関連してもう一つだけですが、そうするとこのガイドラインを策定

したことが、例えばＯＥＣＤの中のアカデミアだったり産業界だったりということで、どう

いう普及の方法が取られているのかということも、もし御存じでしたら教えていただき



 13

たいと思います。 

【隅蔵委員】 まず１つとしては、これはＯＥＣＤの理事会で決定したものなので、５年

以内にＯＥＣＤの加盟各国が進捗状況を報告しないといけないということで、恐らく日

本の進捗状況の一環としては総合科学技術会議のガイドラインなども入ってくると思

うんですけれども、比較的近い将来にそういう進捗状況を報告し合う場というのはあ

ると思います。 

 そういった中で、要はガイドラインができた後は、各国での取組というものが期待さ

れているということです。実際に企業の中のライセンス交渉とか、大学と企業の間の

ライセンス交渉の中でこういうものがあるよと示して、交渉に貢献しているのかどうか

ということは私も把握してはおりませんので、御存じの方は教えていただければと思

いますが、徐々に普及はしてきているのではないかと思います。少なくとも我が国の

中でもこういうガイドラインがあるということを関連各社あるいは大学の方々が認識し

てきているのではないかと思っておりまして、これも今回のこの検討会の中でのガイ

ドラインと同時にますます国の中で普及させていかなければいけないと思っておりま

す。 

【長岡主査】 こういう一種の技術の市場といいますか、そういうものができ上がって

いくためには、隅蔵さんのおっしゃいましたようにある程度クリティカルマスといいま

すか、それが集まれば取引費用が大きく下がって、皆がそういうスキームを使うよう

になるということもありますし、もう一つは最後の隅蔵先生のスキームですと一応レ

シプロシティといいますか、コミュニティに入ればいろいろなメリットがあるという一種

のそういうものも想定されているので、今後そういうスキームも含めていろいろな試

みをやっていく。 

 ただ、必ずしも現時点でまだＯＥＣＤの方もこれでうまくいくといったものを見つけて

いるわけではなくて、日本の方でもいろいろなスキームをやってみて、そういう世界

的な努力の一環としていろいろな試みをやっていくということしかないんじゃないかと

思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【高柳委員】 補足させていただきますと、格好いい部分だけ紹介したんですけれど

も、いろいろ社内で議論をしていくうちに、日本の国だけ相手にして、あるいは製薬

協だけ相手にしてこういうガイドラインをつくったりしても、やはりアメリカのベンチャー

とか、そういうところのリサーチツールの扱いをどうするんだというような声はありま

す。それから、強制力もないのに自社が率先してそういうことをやる価値があるのか

とか、あるいはデメリットが多いのではないかというような議論もありました。私はや

はり全体としてこういう環境づくり、呼び水と書きましたけれども、そういうことが非常

に重要だ。率先してそういう雰囲気をつくるべきだと思います。 

 では、実際に我々がアメリカベンチャーで法外な対価等を要求された場合にどうす
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るか。これは、け飛ばす。それで、裁判に行く。そこで適正な価格等を判示してもらえ

ばいい。そういうときにこういうような環境づくりというのは非常に役に立つと私は思

いますので、そういうことでこういう環境づくり、それから必要があればそういう判例も

含めたところでこつこつと築き上げていくことが重要ではないかと思っております。 

【長岡主査】 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、全体を振り返りまして何か言い残された点などがございましたらよろしくお願

いいたします。今後の方策については一応先ほどお認めいただいたわけですが、何

か言い残された点等がございましたらよろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 室伏委員、どうぞ。 

【室伏委員】 今の高柳委員の御発言に関することですが、高柳委員の資料の中に

はこの言葉は出てこなかったのですが、弊社ではリサーチツールの円滑な運用とい

うのはある意味でＣＳＲの一環というふうに考えていまして、人類の技術進歩のため

に会社の責任としてこれを囲い込んでおいていいのかという観点からとらえることが

できると思うので、そういう意識を広めていくことによって多分、日本の会社、グロー

バルないろいろな会社の姿勢というものも変わってくるのではないかと思っていま

す。 

【長岡主査】 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 では、高田委員お願いします。 

【高田委員】 実は私どもの大学も、ある公的研究機関さんとの間でリサーチツール

特許の研究目的での許諾に関する契約をちょうど今、決裁をやり終えようとしている

ところでして、それ単独として見た場合には初めての事例になります。 

 結局、何でそれをやらなければいけないのか。今までそれは研究者の間で暗黙で

別にいいじゃないかということでやっていたのですけれども、これだけ知的財産を組

織的にマネジメントする時代、組織としての責任を負う時代になってきたときに、結局

個々の研究者なり機関で安心して研究に取り組める、邁進できるという、その安心

のためにやっているのではないか。 

 私が実際にそういった契約書をつくったり、時間を費やしながら、交渉と言っても大

した交渉ではないんですけれども、相手とお話をしながら詰めていって、それなりに

手間をかけてやるという意味は、やはり安心のためにあるのかなと。そういう意味で

はコミュニティ全体の、先ほどＣＳＲというキーワードも出ましたけれども、もう一つキ

ーワードがあるとすれば安心してその研究に専念できる環境をいかに担保するかと

いうことも非常に重要な観点ではないかと思います。 

【長岡主査】ありがとうございました。 

【森下委員】 今日のお話を含めて、非常に結論としてはいい話なんですけれども、

なかなか研究現場あるいは企業サイドに対しての周知徹底というものが非常に難し

くなりつつあるのかなと思っています。内閣官房知財戦略本部でもいろいろつくって
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いますが、例えばＣＩＰＯ制度とか、それから知的経営評価書、あるいは知的財産報

告書といったこともいろいろとやられている先進的企業は増えてきていますが、依然

として数としては非常に少数にとどまっている。 

 恐らく今回のリサーチツールの話も、高柳さんのところを始めとして先進的な試み

を理解されているところはどんどんされてくると思うんですが、そうでないところは全く

知らないという、多分非常に二分化した状況になりつつあるのではないかと思いま

す。 

 その意味で、是非こういうリサーチツールを含めた、ほかのガイドラインも含めてな

のですが、できる限り知らないところに対してどうやって徹底するか。これをやはり考

えていかないと、わかっているところは非常にいいんですけれども、わかっていない

ところはますますついていけなくなってきている可能性があるのではないか。そういう

意味では、どうやって実効性を持たせるかという辺りも議論していく必要がありますし、

だんだん議論が深まっていくにつれ、わかっていないところはますますある意味で理

解を放棄し始めているような気もしますので、これはどうやって徹底して実効性を上

げるかという活用の面をかなり今後は考えていく必要があるのではないかと思いま

す。 

【長岡主査】 おっしゃるとおりだと思います。よろしいでしょうか。 

 では、議論はこれで終了させていただきたいと思います。本日、予定した議題は全

部やりました。それで、もともとのこのプロジェクトチームの検討事項もすべてこなし

たということで今回で終了ということになりますが、プロジェクトチーム全体として既に

コメントいただいておりますが、何か言い残された点がございましたらよろしくお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、最後に相澤座長の方から何かございますか。 

【相澤座長】 私の方からは、皆様へお礼を申し上げるということでございます。 

 主査の長岡先生、委員の皆様、それからオブザーバーの方も、昨年の９月から合

計６回の会合を重ねていただきました。その結果、前回まとめていただきましたリサ

ーチツール特許に関する指針、それから本日おまとめいただきました今後の対応策

の策定、こういうようなことで２つをまとめていただきました。これが本ＰＴへの依頼事

項でございましたので、それをすべてこなしていただき、本当にありがとうございまし

た。 

 リサーチツール特許につきましては先ほど事務局からも報告がありましたように、

今週開かれます総合科学技術会議の本会議に挙げさせていただきます。それから、

本日まとめていただきました件につきましては、３月 29 日に開催予定の知的財産戦

略専門調査会の方にこれを挙げて、その下で知的財産戦略専門調査会としてまと

めております「知的財産戦略について」に組み込ませていただきたいと思っておりま

す。 
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 以上、大変効率的に短期間でまとめていただきましたことを重ねてお礼を申し上げ

まして、私からのごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

【長岡主査】 どうもありがとうございました。 

 私の方も、バイオは非常に重要な分野で今後の日本のイノベーションを引っ張るこ

とが期待されている分野で、リサーチツールというのは非常に重要な過去数年来の

課題になっていて、指針がまとかどうか少し心配もしていたんですけれども、非常に

活発な、そして協力的な議論をしていただきまして、まとめることができたのは非常

に幸いだと思っています。委員の皆様にも感謝いたしたいと思いますし、事務局の方

も関係各省も含めて非常に効率的、積極的な調整をしていただき感謝申し上げたい

と思います。 

 そのほかの特許の審査の問題ですとか、寄託制度とか、そもそも非常に複雑で深

い問題も議論をしていただきまして、今後の対応策も調査のレベルのものもございま

すが、非常に具体的なアクションも提案していただいて、これをまとめることができた

というのは非常にありがたいと思っております。どうも本当にありがとうございまし

た。 

 以上をもちまして、本プロジェクトチームの検討は終了いたします。予備日として３

月 20 日を予定しておりましたが、この会合はございません。 

 これまで大変お忙しい中、御出席いただきまして大変ありがとうございました。これ

で終わりたいと思います。 


